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地域包括ケアが推進される中、人々の療養の場が医療機関から地域のあらゆる場所へ

広がり、訪問看護や地域における療養支援、そして重症化予防などへの看護職の介入が

ますます必要となっています。特に訪問看護の二ーズは高く、20年間で訪問看護事業所数

は約3倍、訪問看護療養費のレセプト件数は約7倍に増加しています。しかしながら、介護

保険における訪問看護療養費請求は電子化される一方、医療保険における訪問看護療養

費請求は紙運用で行われており、データ利活用の妨げにもなっています。

このような状況から、医療保険制度の基盤整備促進、そして、訪問看護事業者や審査支

払機関・保険者における業務効率化のためには、訪問看護のICT化の推進が急がれます。

また、地域医療の担い手として看護職はあらゆる領域で国民を支えており、持続可能かつ

質の高い医療・看護提供体制を構築していくためには、政策決定過程において、看護の

現状や課題を十分に把握し、看護職の意見を反映した議論が必要です。

以上より、令和4年度予算案等の編成ならびに政策の推進にあたっては、以下の事項に

つきまして、格別のご高配を賜りますよう要望します。

令和4年度予算・政策に関する要望
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訪問看護のICT化(オンライン請求、オンライン資格確認)の推進

社会保険医療協議会法を改正し、中央社会保険医療協議会の診療側委員

として看護職の任命
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